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厚生労働省作成「長時間労働を行う医師への 

面接指導のポイント」について（ご案内） 

 

 

平素、本会会務に種々ご理解賜わり、厚く御礼申し上げます。 

 さて、医療法（昭和23年法律第205号）第108条に基づく面接指導については、令和

6年4月から特定労務管理対象機関以外の医療機関（いわゆるＡ水準の医療機関）を含

め、時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる医師がい

る医療機関の管理者に義務付けられたところです。 

このことについて、「面接指導」並びに「勤務間インターバル」の適切な運用に向

けた体制整備に関する説明動画が厚生労働省の「いきいき働く医療機関サポートWeb

（いきサポ）」にて公開されております。 

 今般、厚生労働省において、改めて、Ａ水準の医療機関を含めた全ての医療機関で

面接指導の実施を徹底していただくため、制度の概要をわかりやすく周知するための

資料（面接指導のチェックリスト）を作成し、公表されました。医療機関において追

加的健康確保措置の実施に向けた体制整備に対応いただくため参考にしていただけ

ればと存じます。 

つきましては下記のとおりご案内しますので、貴会でもご了知いただくとともに、

管下の医療機関に周知いただきますよう、お願いします。 

なお、本件に関連し、医療法第25条第1項の立入検査について、令和6年度より新た

に検査項目に追加される予定の医師の働き方改革に関する検査項目について、医療機

関向けの説明資料および説明動画も厚生労働省の「いきいき働く医療機関サポート

Web（いきサポ）」にて公開されている旨、ご案内していることを申し添えます（令和

6年1月25日付 日医発第1892号(健Ⅲ)参照）。 

 

記 

厚生労働省作成「長時間労働を行う医師への面接指導のポイント」リーフレット 

【公表資料及び掲載箇所】 

 公表ＵＲＬ： 

https://www.mhlw.go.jp/content/001252459.pdf 

（公印省略） 



 いきサポ掲載ページ《医師の働き方改革の制度解説ページ－その他》： 

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation 

 

 

【参考：令和6年1月25日付、日医発第1892号(健Ⅲ)にてお示しした資料】 

 医療法第２５条第１項に基づく立入検査について 

《動画》https://www.youtube.com/watch?v=IlIIbCcZQ9w 

 

 長時間労働医師への面接指導の実施に向けて 

《動画》https://www.youtube.com/watch?v=syk_eKeZYro 

 

 勤務間インターバルと代償休息に関する取組のポイント 

《動画》https://www.youtube.com/watch?v=rPju_s-mVIU&t=1s 

 

 

 

以上 



面接指導の対象となる医師（面接指導対象医師）

具体的な面接指導の実施手順については、「長時間労働医

師への健康確保措置に関するマニュアル」（改訂版）や、

“いきサポ”に掲載の解説資料もご参照ください。

長時間労働を行う医師への面接指導のポイント

１か月100時間以上の時間外・休日労働が見込まれる医師が対象です。

Ａ水準の医療機関の皆様もご確認ください！

１

● Ａ水準の医師であるか、特例水準の医師であるかを問わず対象となります。

（2024/５）

● 2024年4月から、全ての医療機関で、長時間労働を行う医師への面接指導
の実施が義務化されました（医療法、労働基準法）。

● 将来にわたって質の高い安全な医療を提供していくためにも、面接指導を
確実に実施し、医師の心身の健康を確保していきましょう。

＜必要な面接指導を実施していない場合＞

● 自院だけでは１か月100時間に満たない場合でも、副業・兼業先の労働時間を通

算して１か月100時間以上になることが見込まれる場合には対象になります（※）。

※ この場合、例えば大学病院等から医師を受け入れている医療機関にも面接指導の実施

義務がかかりますので、適切なルールづくりや手続の整備が必要になります。（裏面）

医療法では、、、

・医療法第25条第１項に基づく立入検査で実施状況が確認され、指導や改善命令の

対象となります。改善命令に従わない場合は罰則の対象となります。

・労働基準法第141条第３項の違反として労働基準監督署による指導や罰則の対象

となります。

労働基準法では、、、

医療法、労働基準法ともに、罰則の内容は、６か月以下の懲役又は30万円以下の罰金とされています。

医政局広報キャラクター

ドクニャン

労働安全衛生法に基づくいわゆる産業医面談とは異なる新しい面接指導の仕組みです。

（マニュアル）

（いきサポ）



面接指導の適切な実施に向けたチェックリスト２

□ 面接指導の対象になる医師を把握していますか。

✓ 面接指導の対象となる医師の特定は、適切な労働時間の把握が前提になります。

✓ 労働時間の確認は、原則として客観的な方法で行う必要があります。やむを得ず自己申告で
行う場合には、「労働時間適正把握ガイドライン」に基づく措置を講じてください。

面接指導対象医師の特定に向けて

□ 面接指導実施医師を確保していますか。

✓ 面接指導は「面接指導実施医師」が実施します。面接指導実施医師になるためには、厚生労
働省の面接指導実施医師養成講習会を受講する必要があります。

✓ 医療機関の管理者は、その医療機関に勤務する医師の面接指導実施医師になれません。

✓ 自院以外に所属する医師であっても面接指導実施医師になることができます。必要に応じて他
の医療機関とも連携して、面接指導対象医師に対して十分な数を確保してください。

面接指導実施体制の構築に向けて

□ 適切な時期に面接指導を実施していますか。

✓ 時間外・休日労働が１か月100時間に達する前に面接指導を行ってください。そのためには、時
間外・休日労働が80時間前後となるタイミングで実施するなど自院のルールを定めてください。

□ 医師が安心して面接指導を受けられる環境を整備していますか。

✓ 直属の上司を面接指導実施医師としないなど、マッチングへの配慮等をお願いします。

□ 面接指導の結果を踏まえた対応を検討/実施していますか。

✓ 面接指導の結果を踏まえて、必要な場合には就業上の措置を実施する必要があります。産業
医とも連携しながら、労働時間の短縮や宿直の回数の減少などの措置を検討してください。

✓ 医師の時間外・休日労働が１か月155時間を超えた場合、労働時間の短縮のために必要な
措置を必ず講じてください。

□ 面接指導の結果を適切に保存していますか。

✓ 面接指導結果・意見書は５年間保存しなければなりません。

就業上の措置の実施に向けて

労働基準局広報キャラクター

たしかめたん

面接指導の実施に向けて

＜医師が複数の医療機関で勤務している場合（副業・兼業）＞

● 勤務している医療機関の１つで面接指導を受けた場合、面接指導を受けた医師等が、他の医療機関に

その面接指導の結果を提出することで、提出を受けた医療機関でも面接指導実施済みとすることができます。

● そのため、いずれの医療機関で面接指導を実施するか、どのように面接指導の結果を提出するかについ

て、あらかじめ医師や他の医療機関と話し合うなどして決定しておくことが必要です。
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